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令和８年６月 産業建設委員会行政報告資料 

土     木     部 

 

呉まちなか公共空間デザイン計画に基づく取組の進捗状況について 

 

蔵本通り及び堺川沿いの中央公園一帯の公共空間（以下「まちなか公共空間」といいます。）については，人中心のウォ

ーカブルな空間として再構築を図るため，令和６年９月に「呉まちなか公共空間デザイン計画」（以下「デザイン計画」と

いいます。）を策定しました。その後，同年１０月からデザイン計画でリーディングエリアに位置付けた北側エリアにおい

て，呉市まちなか公共空間社会実験（以下「社会実験」といいます。）等に取り組み，これらを踏まえながら当該北側エリ

アの再整備や新たな運営の方向性をとりまとめた「呉まちなか公共空間基本デザイン」（以下「基本デザイン」といいま

す。）の策定を進めてきました。  

本報告は，デザイン計画に基づくこれらの取組の進捗状況や今後のスケジュールについて報告するものです。 

 

これまでの経過 
 

令和５年１０月 
～令和６年８月 

呉まちなか公共空間デザイン会議（以下「デザイン会議」といいます。）の開催（デザイン計画の
策定等に向け４回開催） 

令和６年６月 産業建設委員会において行政報告（デザイン計画（素案）） 

令和６年６月 
～令和６年７月 デザイン計画（素案）に対する市民意見の募集 

令和６年９月 
産業建設委員会において行政報告（デザイン計画（案）） 
デザイン計画の策定 

令和６年１０月 
 ～同年１１月 

社会実験「ＯＨ!!ＧＯＯＤ ＫＵＲＥ ＨＯＵＲＳ」の実施 

令和６年１０月 
 ～令和７年１月 

呉市まちなか公共空間デザインワークショップ（以下「ワークショップ」といいます。）を開催
（１０月・１２月・１月に計３回開催） 

令和７年７月 
 ～令和８年５月 

基本デザインの策定検討 
（デザイン会議の開催（３回開催）） 
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１ デザイン計画（令和６年９月策定）の概要 
 
 

(1) 計画の目的 

まちなか公共空間を多様な人が出会い，交流し，滞在することができる，人中心

のウォーカブルな空間として再構築を図るため，まちなか公共空間の管理・運営及

び整備に関する取組の方向性を示すとともに，呉市，広島県，市民，民間事業者等

がともに目指すビジョンとして令和６年９月にデザイン計画を策定しました。 

 

(2) 計画の概要 

 ア 未来ビジョン 

   「ＯＵＲＳ～呉の魅力を高め，日常の暮らしを豊かに～」を

コンセプトとしています。 

 イ 管理・運営及び整備の方針 

   未来ビジョンの実現に向けた取組方針として，アクティビテ

ィとコンテンツの方針，空間の再構築の方針，デザイン・設え

の方針及び空間のマネジメントの方針を定めています。 

   空間の再構築の方針では，三つのゾーンコンセプトを設定し

ています。 

 ウ アクションプラン 

   呉市役所前から呉市中央図書館前までのＮｏｒｔｈＺｏｎｅ

及びＭｉｄｄｌｅＺｏｎｅの一部のエリア（以下「北側エリア」

といいます。）を再整備等に取り組むリーディングエリアとし

て位置付け，社会実験等を通じて基本デザインを策定していく

こととしています。 

 

  

ゾーン ゾーンコンセプト・考え方  

North Zone 
市民の生活を豊かにする場として，憩いや多様な

遊び，挑戦など，日常使いを中心とした機能を強化  

Middle Zone 
学びや文化・芸術活動を育む場として，文化・芸

術活動を支援する機能を強化  

South Zone 
人の流れを創出する場として，呉のまちなかを訪

れる人を迎える機能を強化  

 

【未来ビジョン】 

【ゾーンコンセプトとリーディングエリア】 

リーディングエリア 
（北側エリア）  

North Zone 

South Zone 

Middle Zone 



 

3 
 

２ 基本デザインの策定に向けた取組 
 
(1) 策定に向けた取組 

  

呉まちなか公共空間デザイン計画（令和６年９月策定） 

【リーディングエリア】北側エリア 

社会実験の実施 

基
本
デ
ザ
イ
ン
の
策
定 

ワークショップの開催 

呉まちなか 

公共空間 

デザイン会議 

呉まちなか公共空間基本デザイン（案） 

呉まちなか公共空間デザイン会議 

令和６年１０月１１日（金）～１１月１０日（日） 

○取組の効果・課題の検証のため実施 

 

ＤＡＹ１令和６年１０月２０日（日）  

ＤＡＹ２    １２月 ８日（日） 

ＤＡＹ３令和７年 １月２６日（日）  

○施設配置等の検討に向け開催 

 

第５回会議 令和７年７月 ９日（水） 

第６回会議 令和８年２月 ９日（月） 

第７回会議     ５月１８日（月） 

○基本デザインの策定に向けた意見交換 

呉市まちなか公共空間社会実験  呉市まちなか公共空間  

デザインワークショップ  
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(2) 社会実験の実施 

ア 実施概要 

社会実験は，北側エリアを対象として，デザイン計画で定める取組の効果・課題の検証を行うとともに，利活用に取

り組むプレーヤーの発掘と関係者のつながりを創出することを目的として実施しました。 

【実施期間】令和６年１０月１１日（金）から同年１１月１０日（日）まで 

【実施概要】デザイン計画で定める方針やゾーンコンセプトを踏まえ，滞在環境の一時的な整備と併せ，多様な遊び

や挑戦などを誘発する取組を実施しました。 
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イ 社会実験の結果 

目的 結果 
○デザイン計画で定める取

組の効果・課題の検証 
・パークマネージャーの常駐や道路の歩行者空間化などに関する評価は約９０パーセン

トの人が良い取組であると評価。交通規制による交通への影響は見られなかったが，
楓橋の交通規制については反対意見も見られた。 

・滞在を促す空間づくりやチャレンジ環境の創出等によって，滞在時間の変化が見られ
るとともに，日常生活の営みの充実感が増すなど暮らしの豊かさを実感する意見が見
られた。 

・起業等に向けたステップアップや空間内における消費活動，商店街周辺エリアへの回
遊など地域経済への効果も期待できる。 

・本格的な整備と併せた持続可能な運営体制を検討する必要がある。  
○プレーヤーの発掘と関係

者のつながりの創出 
・新たな出会いやつながりが生まれるとともに，まちづくりに参画することへの意識の

醸成と新たな取組への展開が見られた。 

 
【社会実験における調査結果の一部抜粋】  

 

  

●パークマネージャーの 
常駐に関する評価 

●道路（橋）の歩行者専用化
に関する評価 

 ⇒約 92%が良い取組で 
あると回答 

⇒約 86%が良い取組であると回
答。交通への影響は見られな
かったが，楓橋の交通規制に
対する反対意見も見られた。 

●滞在時間の変化  

⇒約 86%が滞在時間が 
長くなったと回答 

●周辺への影響調査（ビッグデータ
を活用した調査） 

⇒公園滞在者の商店街周辺エリア 
への回遊行動が増加  

（広島大学都市・建築計画学研究室） （社会実験アンケート調査結果 N=115） 
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(3) ワークショップの開催 

ア 開催概要 

北側エリアを対象として，導入する機能や施設配置等を検討するに当たり，市民意見を取り入れるためのワークショ

ップを開催しました。 

【開 催 日】令和６年１０月２０日（日），同年１２月８日（日），令和７年１月２６日（日） 

【実施概要】参加登録者２６名が三つの班に分かれて意見交換を実施し，施設配置図を作成 

 

イ ワークショップの結果 

三つの班の主な提案内容は，次のとおりです。 

エリア Ａ班 Ｂ班 Ｃ班 

蔵本通り ・桜並木やウォーキングロード
（健康遊具等）の整備 

・植栽の見直しによる公園の見
通しの確保 

・花壇や野菜菜園の整備 
・歩道と公園の段差解消（バリ

アフリー化） 

・デザイン化された街灯の整備
やイルミネーションの設置 

・植栽の見直しによる公園の見
通しの確保 

堺川通り ・堺川沿いの駐車場を廃止し，
テラス席を整備 

・テラス空間やＷｉ－Ｆｉ設
備，自転車走行レーンの整備 

・桜並木や川沿いの休憩スペー
スの整備 

公園ブロック間の
市道（橋りょう） 

・弥生橋筋・楓橋筋の歩行者空
間化 

・弥生橋筋・楓橋筋の歩行者空
間化 

・各橋りょう区間について時間
規制による歩行者空間化 

中央公園 
８ブロック 

（呉市役所前） 

・大人がくつろげる癒やしの空
間（芝生広場・カフェ・花壇
等の整備） 

・親子で憩える，どんな子ども
も遊べる空間（遊具・清潔な
トイレ・屋根付休憩スペース
等の整備） 

・家族みんなで遊び憩える空間
（屋根付休憩スペース・清潔
なトイレ・レストラン等の整
備） 

中央公園 
７ブロック 

 

・多世代が集い楽しめる活気あ
ふれる空間（ツリーハウス等

の整備） 

・大人も集える空間（芝生広
場・屋根・水上ステージ等の

整備） 

・家族みんなで遊び憩える場所
（ツリーハウス・木製遊具等

の整備） 

中央公園 
６ブロック 

 

・スポーツ（バスケットボール
等）を満喫できる空間や屋台

の出店等のチャレンジ広場 

・大人も集える空間（多目的ス
ペース・屋台の出店等の広

場） 

・みんなで遊べる，スポーツが
できる空間（バスケットボー

ル・卓球等） 

中央公園 
５ブロック 

（中央図書館前） 

・様々な遊びを楽しめる，子ど
ものための空間（遊具・アス
レチック・青空図書館等の整
備） 

・落ち着く静かな空間（軽食・
休憩スペース等の整備） 

・アートや文化を体験できる大
人も憩える空間（青空図書
館・カフェ等の整備） 
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(4) デザイン会議における意見交換 

基本デザインの策定に向け，社会実験やワークショップの結果を共有し，意見交換を実施しました（令和７年７月９日，

令和８年２月９日，同年５月１８日）。 

デザイン会議における主な意見は，次のとおりです。 

エリア 主な意見 

共通事項 ・緑陰等の日陰の確保や舗装の工夫などの暑熱対策，市民とつくる雨庭などによる雨水浸水対策 

・バリアフリー化の徹底 

・利用者からの要望が多いベンチ・テーブルの設置 

・情報発信の充実（エリアの情報掲示やＳＮＳなどの活用，愛称の設定等による戦略的な情報発信） 

・楓橋筋などの休日のみの交通規制の検討 

・川を中心に多様な人・機能・アクティビティが集まる場の確保 

・川の生き物観察などを支援する看板設置など親水機能の充実 

・レンガ調の舗装の継承と植栽などを含めた心地よさの演出 

・呉駅からの人の流れを誘発するような目的地となる空間 

蔵本通り ・植栽の見直しによる公園の見通しの確保  

堺川通り ・公園と商店街へ相互に人の流れを創出する仕掛けとして，駐車場空間を広場化し，川沿いへテラス席

等を設置 

中央公園 

８ブロック 

（呉市役所前） 

・遊び道具の貸出しやイベント窓口等を担うまちなか交流拠点の設置及びパークマネージャーの常駐 

・移動式遊具の設置や遊具エリア内を年齢別にゾーン分け 

・こどもから大人まで誰もが利用できるカフェや雨天・猛暑日でも遊べる屋内スペースの整備 

・芝生広場などテントの使用やイベント利用が可能な多目的スペースの整備 

・既存売店建物の貸しスペース・チャレンジショップ等としての活用 

・こどもだけではなく，大人の遊びと挑戦を支援する機能の確保 

中央公園 

７ブロック 

・川辺を意識した遊具やインクルーシブ遊具の設置 

中央公園 

６ブロック 

・まちなか公共空間全体の中心に近いエリアへ管理者の配置及び観光案内所の設置 

中央公園 

５ブロック 

（中央図書館前） 

・自然や本を楽しみながら軽食が食べられるカフェスペース・屋根付きの青空図書館の整備 

・自ら創作し，見て刺激を受けられるアート体験・展示を行う建物空間の整備 

・人を呼び込むオープンな空間と静かに過ごす空間のすみ分け 
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３ 基本デザイン（案） 

 

(1) 基本デザインの構成 

項目 主な内容 
基本デザイン（案） 

掲載ページ 

１ 基本デザインの基本的な考え方 ・基本的な考え方 Ｐ２ 

２ 基本デザイン 

(1) 北側エリアのコンセプト 

(2) 空間の再構築の方針図 

(3) アクティビティとコンテンツの方針図 

(4) デザイン・設えの方針 

(5) 空間のマネジメントの方針 

(6) イメージパース 

 

・エリアのコンセプト 

・ゾーンコンセプト等 

・導入機能や施設配置 

・デザイン・設えについての考え方 

・管理・運営についての考え方 

・イメージパース 

 

Ｐ４ 

Ｐ８～ 

Ｐ１２～ 

Ｐ２８ 

Ｐ２９ 

Ｐ３０～ 

巻末資料 ・社会実験やワークショップ等の概要  巻末-1～ 

 

(2) 基本デザインの基本的な考え方 （基本デザインＰ２） 

北側エリアの再整備及び新たな管理・運営に向け，基本的な考え方をとりまとめたものとして基本デザインを策定しま

す。デザイン計画に基づくことを基本として，社会実験で得られた知見，ワークショップで提案された市民意見及びデザ

イン会議における意見を踏まえながら策定します。 
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(3) 北側エリアのコンセプト（基本デザインＰ４） 
デザイン計画で示す未来ビジョンやゾーンコンセプト等を踏まえ，北側エリアのコンセプトを設定します。 
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(4) 空間の再構築の方針図（基本デザインＰ８～） 
主にデザイン計画に掲げる空間の再構築に関する四つの視点を踏まえ，次のとおり空間の再構築を図ります。 

ア 再構築の考え方 
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イ ゾーンコンセプト 
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(5) アクティビティとコンテンツの方針図（平面計画図）（基本デザインＰ１２～） 

主にデザイン計画で掲げるアクティビティとコンテンツに関する１１の視点を踏まえ，次のとおり施設配置等を行いま

す。 

ア メインストリートゾーン（ゾーンＳ１）・オープンストリートゾーン（ゾーンＳ２）・ミズベノバゾーン（ゾーンＲ）

※ゾーンＡ・Ｂ一帯 
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イ 遊びと挑戦のゾーン（ゾーンＡ） 
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ウ 冒険と憩いのゾーン（ゾーンＢ） 
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エ メインストリートゾーン（ゾーンＳ１）・オープンストリートゾーン（ゾーンＳ２）・ミズベノバゾーン（ゾーンＲ）

※ゾーンＣ・Ｄ一帯 
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オ トライアル（余白）のゾーン（ゾーンＣ） 
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カ 文化・芸術，学びのゾーン（ゾーンＤ） 
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(6) デザイン・設えの方針（基本デザインＰ２８） 

デザイン計画に掲げる四つの視点を踏まえ，施設整備等に当たって，次のとおり取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 空間のマネジメントの方針（基本デザインＰ２９） 

デザイン計画に掲げる五つの視点を踏まえ，管理・運営等に当たって，次のとおり取り組みます。 

 

  

方向性１ 空間の一体性を生むデザイン 

・道路や公園・河川を一体的な広場空間と捉えたデザイン  

・共通サインなどのデザインの統一や沿道空間との一体性を考慮したデザイン  

方向性２ 呉を体感できるデザイン 

・「れんが」を基調としたデザインを基本として，ランドマークとなるようなデザインを追求  

方向性３ インクルーシブで使い方に調和したデザイン  

・インクルーシブなデザインと各エリアのコンセプトや使い方と調和したデザイン  

 

 

方向性１ 「使う」ことを育てる 

・使用に関する手続の見直しや社会実験などによる新たな使い方の検証などに取り組む。 

方向性２ 新たな運営手法の導入 

・堺川沿いの中央公園について，指定管理制度の導入を検討 

方向性３ アクティビティのレイヤーを生む  

・デイタイムからナイトタイムまでの利用の多様化等によって，多様な人の交流や滞在を図る。  

方向性４ 情報発信力の強化 

・施設案内やイベント情報，学びを深める情報など，まちなかエリアでの交流や滞在を促し，人の流れを創出する

ための情報発信 

 



 

20 
 

 (8) イメージパース（基本デザインＰ３０～） 

  
全 体 
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ゾーン A 周辺 
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ゾーン B 周辺 
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ゾーン C 周辺 



 

24 
 

 

 

  

ゾーン D 周辺 
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４ 今後のスケジュール 

 

まちなか公共空間のうち中央公園への便益施設の整備や指定管理者制度等の導入等についてサウンディング型市場調査

を実施し，令和９年度において事業手法等の調査・検討を行います。その後，令和１０年度以降で設計・整備に取り組み

ます。 

 

 令和８年度 令和９年度 令和１０年度以降 

基本デザイン 

   

整備手法等の 

検討 

   

設計・整備 

   

 

 

策定（６月） 

 

サウンディング型 
市場調査等 事業手法等の調査・検討 

設計・整備工事 


